
別記様式12号

壱岐警察署協議会第３回会議議事概要

日 時 令和元年７月22日（月）14時00分～16時00分

場 所 壱岐警察署講堂

１ 協議会

岡田会長 市山委員 上川委員 山口委員 吉田委員

出 席 者 ２ 警察署

横山署長 大庭副署長 今村地域交通課長

古井田刑事生活安全課長

３ 書 記

留置係長

１ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について

署長から、前回協議会の提出意見に対する推進状況について、次

のとおり説明があった。

(1) 特殊詐欺対策の推進

ア 年金支給日に特殊詐欺被害防止キャンペーンを実施

イ タイムリーな情報提供の実施

(ｱ) 号外ニュースの配信

(ｲ) 壱岐市防災無線や壱岐市メールサービス等の広報媒体を活

用した市民への注意喚起

ウ 官民一体となった取組強化

エ 撃退機の普及に向けた取組の実施

オ ミニ広報紙による広報の実施

(2) ボランティア活動に対する支援強化

ア 通学児童の見守り活動の実施

イ 交通安全講話等の実施

ウ 各種会合における情報提供の実施

会議の状況 ２ 平成31年４月から令和元年６月までの業務重点推進結果について

署長から、次のとおり説明を行った。

(1) 少年非行及び犯罪被害防止対策の推進

ア 学校における防犯講話等の開催

(ｱ) 防犯ブザーの贈呈

(ｲ) 防犯講話の実施

イ 通学路における見守り活動の実施

ウ 学校との連携強化

(ｱ) 子供たちが被害に遭った事件、被害に遭うおそれがある事

件、犯罪の前兆事案発生時等にＦＡＸニュースを発信して情

報の共有を図った。

(ｲ) 学校連絡協議会において、壱岐署管内における少年犯罪の

発生状況、非行概況等の情報共有化と連携強化を図った。

エ キャンペーン活動の実施



「八日市」等のイベントにおいて、少年補導員と共に広報グ

ッズを配布し、少年の非行防止を呼び掛けるキャンペーンを実

施した。

(2) 交通安全対策の推進

ア 新入学期における子供の交通事故防止対策の推進

(ｱ) 交通安全教育の実施

(ｲ) 交通指導取締りの実施

イ 高齢者の交通事故防止対策の推進

(ｱ) 交通事故歴を有する高齢者の個別指導

(ｲ) 交通安全講話の実施

ウ 交通安全施設の点検の推進

(3) 災害対策の推進

ア 災害危険箇所の現場確認

イ 連絡会議への出席

ウ 広報活動の実施

梅雨時期の災害防止のチラシを配布

３ 業務重点推進計画について

署長から、次のとおり説明を行った。

(1) 夏季における少年非行及び犯罪被害防止対策の推進

ア 夏休み期間中の街頭補導活動の強化

イ 少年非行防止教室の開催

ウ 少年が被害に遭うおそれがある犯罪や被害防止対策の積極的

な広報

(2) 交通安全対策の推進

ア 夏及び秋の交通安全運動に伴う各種対策の推進

イ 各種団体と連携した安全対策の実施

ウ 街頭活動の強化

(3) 水難事故防止対策の推進

ア 水難事故に対応する体制の確立

イ 水難事故防止に向けた警戒活動の強化

４ 諮問テーマへの協議会の答申に対する推進状況について

署長から、前回協議会の諮問テーマ「新入学生等の交通事故及び

各種犯罪被害の未然防止に向けた方策」への答申に対する推進状況

について、次のとおり説明を行った。

(1) 自転車の安全な乗車方法（ヘルメット着用、点検）の指導

ア 交通安全教室を開催し、市内16校の小学生児童に対し、自転

車の安全な乗車方法の指導を実施

イ 通学路や交通量が多い主要交差点において、速度違反等の交

通指導取締りを実施

(2) 実例を挙げた薬物禁止講話等による学生への薬物防止対策の推

進

ア 薬物禁止講話の実施

イ 各種会合やミニ広報紙の発行を通じて薬物使用の危険性を説

明、掲載するなどして薬物防止対策を推進した。

５ 諮問テーマに対する答申について

署長から、協議会に対して諮問を行い、協議会から次のとおり答



申を受けた。

(1) 諮問テーマ

脇見ぼんやり運転による交通事故を防止するための方策

(2）協議会からの答申

岡田会長から協議会委員に対し、次のとおり署長への答申内容

について確認があり、全会一致で了承された。

○ 脇見ぼんやり運転の原因となる運転中の携帯電話使用等の

交通指導取締り強化

〇 警察官の姿を見せる街頭活動の強化

〇 ケーブルテレビやミニ広報紙を活用した広報活動の推進

○ 夏休み期間中における各種事故防止に向けた街頭活動の強化

夏休みに入ると、海水浴客など、島外からの観光客が増えるが、

提 出 意 見 観光客の中にはマナーが悪い人もいるので、海の事故の警戒と併せ

てビーチの警戒や、交通法規を守らないレンタサイクル利用者への

注意・指導等をしてもらいたい。


